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大田原市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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大田原市介護保険条例の一部を改正する条例 

大田原市介護保険条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、同項第１号中「３７，８００円」を「３６，０００円」に改め、同項第２号中「 

４９，１４０円」を「４６，８００円」に改め、同項第３号中「５６，７００円」を「５

４，０００円」に改め、同項第４号中「６８，０４０円」を「６４，８００円」に改め、

同項第５号中「７５，６００円」を「７２，０００円」に改め、同項第６号中「９０，７

２０円」を「８６，４００円」に改め、同号ア中「第３５条の２第１項」の次に「、第３

５条の３第１項」を加え、「第３８条第４項」を「第２２条の２第２項」に改め、「得た

額」の次に「とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０」を加え、「この項にお

いて」を削り、同項第７号中「９８，２８０円」を「９３，６００円」に改め、同号ア中

「２，０００，０００円」を「２，１００，０００円」に改め、同項第８号中「１１７，

１８０円」を「１１１，６００円」に改め、同号ア中「２，０００，０００円」を「２，

１００，０００円」に、「３，０００，０００円」を「３，２００，０００円」に改め、

同項第９号中「１２４，７４０円」を「１１８，８００円」に改め、同号ア中「３，００

０，０００円」を「３，２００，０００円」に改め、同項第１０号中「１４３，６４０円 

」を「１３６，８００円」に改め、同項第１１号中「１５１，２００円」を「１４４，０

００円」に改め、同項第１２号中「１６６，３２０円」を「１５８，４００円」に改め、

同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度」に、「２２，６８０円」を「２１，６００

円」に改め、同条第３項中「令和２年度」を「令和３年度」に、「２２，６８０円」を「 

２１，６００円」に、「３７，８００円」を「３６，０００円」に改め、同条第４項中「 

令和２年度」を「令和３年度」に、「２２，６８０円」を「２１，６００円」に、「５２ 

，９２０円」を「５０，４００円」に改める。 

第４条第２項を次のように改める。 

２ 前項に規定する納期により難い第１号被保険者に係る納期は、市長が別に定めること

ができる。この場合において、市長は、納期を当該第１号被保険者及び法第１３２条第

２項及び第３項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者（以下「納付義務

者」という。）に対しその納期を通知しなければならない。 

第６条中「すみやかに」を「速やかに」に、「第１号被保険者及び法第１３２条第２項

に規定する連帯して納付する義務を負う者（以下「納付義務者」という。）」を「納付義

務者」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この条例による改正後の大田原市介護保険条例の介護保険料に関する規定は、令和３

年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和２年度分までの介護保険料につい

ては、なお従前の例による。 

 


